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議　題

１．乳幼児健診票の改訂について

　前回の小委員会で、母子保健情報連携システム

の運用開始に向け、国の示したデータ標準レイア

ウトに沿った内容に統一していくため乳幼児健診

マニュアル及び健診票の改訂が必要な項目をあ

げ、その後、市町村に意見を伺ったものを再度委

員の先生方に相談させていただいた。

　前回からの変更点として、小児慢性特定疾患及

び指定難病に指定されている「低ホファスターゼ

症」は、小児期初期に集中した乳歯早期脱落を初

期症状とし、成長段階で様々な症状を呈すると言

われている。しかし早期に適切な治療、診断に繋

がれば予後が改善することも明らかになってきて

いるため、乳幼児健診の段階での気づきにつなぐ

ことができるよう健診票の歯科検診のその他の異

常の所見欄に「乳歯早期脱落」の項目を追加す

る。

　また、乳幼児健診マニュアルの中身に関して、

判定区分を７区分から５区分に改正する。

今回の改訂は、データ連携に伴う最低限の改訂と

し、令和２年４月より改訂する。

２．５歳児健診の有効性に関する症例調査につい

て（前垣委員）

　２年前のある町での調査によると、就学後に問

題の生じた多くの子どもたちは３歳児あるいは５

歳児健診で何らかの気づきがあることが分かっ

た。今回、調査を行い、５歳児健診での気づきか

らどのように支援に繋げていくのか、気づきから

どこまで有用性があるのかなどを匿名化し、まと

めることで５歳児健診の意義が見えてくると考え

ている。最低限把握したい項目をあげて調査票案

を作成した。現在、全県下で５歳児健診（発達相

談）をしているが、今後の継続を考えた時に何ら

かの評価は必要ではないかと考える。結果につい

ては、詳細は出さずに合算した数値のみ公表する

など、個人情報保護法に抵触しない形で公表した

いと考えている。

　症例調査協力の可否については、対象を絞るな

どの条件付きも含めて、多くの市町村から協力で

きるとの回答をいただいている。

（委員より）

・症例調査も重要だが、保護者側の満足度（保護

者側が５歳児健診を受けてよかったか）のよう

なデータを出せないか。５歳児健診の位置づけ

■　日　時　　令和２年１月28日（火）　午後３時～午後４時15分

■　場　所　　鳥取大学医学部附属病院　第２中央診療棟　会議室（５）

■　出席者　　13人

大野・岡田・笠木・北垣・後藤・汐田・前垣各委員

県家庭支援課：岡田保健師

オブザーバー：村尾西部教育局指導主事

　　　　　　　勝部米子市こども相談課指導主事、足立臨床心理士

健康対策協議会事務局：岩垣課長、澤北主事

令和元年度　第２回母子保健対策小委員会
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は、障害の早期発見だけではなく、子育て支援

などもある。アンケートを付けていただき、精

査結果を出すときに一緒に出したり、チェック

してもらったり、今後考えられたら良いと思う。

・５歳児健診自体が最終的には教育側と連動して

いかないとあまり意味がないもので、本来であ

れば健診を受けるときに関係機関での情報共有

に対する同意欄を設けるなど、様式について市

町村で検討してもよいと思う。症例調査につい

ては、協力依頼の可否の欄を設けるなどできる

かもしれない。

・ここで協議しているのは県としての方向性だと

思うが、５歳児健診の計画が県の計画にのって

きていない。県の計画に５歳児健診のことを盛

り込んでいき、子ども・子育て支援事業支援計

画、障がい福祉計画、教育支援計画等が連動す

るものになっていけばよい。

３．母子保健と教育委員会との連携について

　「健診に引っかかった児に対するフォローをど

のような形でされているか」「教育委員会とその

情報をどのような形で共有しているか」「就学後

の状況把握までしているか」について市町村に

伺ったものを一覧にした。連携体制については、

市町村によってばらつきがある。

　日野郡では、５歳児健診の診察の場面に教育委

員会の専門員が同席させていただき、保護者の話

を聞きながら事後のフォローにつなげた方がよさ

そうであれば、県が介入し経過観察をするような

連携は行っている。園の生活の中で保育士が気づ

いた点や保護者の悩み等について、観察等を通し

て一緒に考え、それを小学校・中学校に引き継い

でいくなど細かい部分も共有しながら繋げていけ

ている印象は受ける。

　米子市では、悉皆アンケートを保護者のみにお

願いしている。そのうち、支援が必要だと認めら

れて二次健診にご案内する場合に、保育士に同席

やアンケートの協力をお願いしている。健診結果

をもとに園および市で支援した結果を小学校に引

き継ぐ。健診の結果、継続的に医療機関等のフォ

ローを行ってきた子に関しては支援計画という形

で小学校に引き継ぐようお願いしている。健診結

果や医療での助言の内容は小学校で有効であるの

で必ず引き継いでほしいことを伝え、同意されな

いケースは少ないが、中には明確に拒否する方も

いる。

（委員より）

・切れ目ない支援について、体制そのものが変

わっておらず、旗を振っているだけという印象

は受ける。鳥取県の場合は、比較的行政や医師

会が関連の教育委員会へ指導をしやすい県では

あると思うのでできるところからしていくしか

ないと思う。

・５歳児健診で引っかかった子は個別の教育支援

計画が必要な子ではないかと思うが、そこがう

まく連動しているのか。小さな町だと個別で教

育委員会や小学校とつながることはできるが、

大きな市だと健診結果で診断名がついたとし

て、個別の教育支援計画と連動するのか。

→全県として一本化はしていないが、県として引

継ぎ支援シートの参考様式は提示している。そ

れをもとに、あとは各市町村所定の様式で引き

継ぎを行い、それを受けて学校が教育支援計画

を作るというように切れ目なく支援している町

もある。

・障害福祉計画の中で、平成20年度までは個別の

教育支援計画が20％しか作られていなかった

が、平成25年度末には84.6％作ってもらってい

ることになっている。５歳児健診の結果が活か

されて、個別の支援計画が立てられていると理

解してよいのだろうか。

→一つのきっかけにはなっていると思う。学習指

導要領の改訂で特別支援学級に在籍している子

ども、通級指導教室を使っている子どもについ

ては個別の教育支援計画の作成が義務となっ

た。そのような理由で全体としてのパーセン

テージが上がっている可能性もある。
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【概要】

・平成30年の出生数は4,190人で前年より120

人減少、合計特殊出生率は1.61（全国1.42）

で前年より0.05ポイント減少した。

・平成30年度の１歳６か月児健診受診者数は

4,316人で受診率は98.4％、３歳児健診受診

者数は4,612人で受診率は98.7％であった。

・平成30年度新生児聴覚検査実施率は99.4％

（前年度99.2％）であった。難聴の確定診

断を受けたのは７人（両側難聴２人、一側

難聴５人）で、検査実施数（4,893人）の

0.14％であった。

・本県における人工妊娠中絶実施率につい

て、対象年齢総数の割合では平成29年まで

９年連続ワースト１位であったが、平成30

年はワースト５位であった。

・今年度より産後健康診査事業が開始され、

来年度から全県的に２週間健診と１か月健

診の２回実施になる予定である。

・母子保健法の法改正により産後ケア事業が

母子保健法の一部に位置付けられた。

・「先天性代謝異常等検査マニュアル」につ

いて、緊急性を要する場合においても臨機

応変に対応できるよう見直しを行う。

・妊婦健診で把握した肝炎キャリア妊婦を確

実にフォローに繋げられる体制を構築して

いく。

・新生児聴覚スクリーニングの要再検児の対

■　日　時　　令和２年１月30日（木）　午後１時40分～午後３時20分

■　場　所　　鳥取県健康会館　鳥取市戎町（TV会議）

■　出席者　　18人

中曽協議会長、大野委員長、岡田克・宇都宮・高橋各委員

（中部会場）岡田隆・大野原両委員

（西部会場）井田・笠木・前垣・花木・北垣各委員

鳥取県子育て・人財局家庭支援課：田中係長、岡田保健師

　〃　福祉保健部子ども発達支援課：内藤係長、池本社会福祉主事

健康対策協議会事務局：岩垣課長、澤北主事

鳥取県母子保健対策協議会
母子保健対策専門委員会

４．その他

○５歳児健診研修会（２／26開催予定）

　今年度は北栄町と江府町に事例を含めた取り組

み発表をしていただく。医師および関係各所へ案

内をする。５歳児健診に関しては、教育委員会の

連携が必要になるので、教育委員会の方にも案内

予定である。


